
別紙３

平成２０年１月３１日付け初等中等教育企画課長通知「平成１８年度 教育職員に係る

懲戒処分等の状況、服務規律の確保及び教育職員のメンタルヘルスの保持等について」

（抜粋）

２．平成１８年度については、病気休職者数及び精神性疾患による病気休職者数がとも

に増加し、病気休職者全体に占める精神性疾患による休職者の割合が６１．１％とな

り、いずれも過去最高を更新しております。

学校教育は教育職員と児童生徒との人格的な触れ合いを通じて行われるものであ

り、教育職員が心身ともに健康を維持して教育に携わることができるような職場環境

を整えることが、各学校の管理職及び教育委員会の重要な責務であるという認識の下、

以下の方策などにより、教育職員のメンタルヘルスの保持等により一層取り組んでい

ただきますようお願いします。

（１）各学校の管理職は、学校における会議や行事の見直し等による校務の効率化を図

るとともに、一部の教育職員に過重な負担がかからないよう適正な校務分掌を整え

ること。

また、各教育委員会においても、学校における教育職員の事務について適宜見直

しを図り、その効率化と軽減に努めること。その際、別添資料を参照の上、各学校

への調査・照会や調査研究（モデル校）事業に関する事務負担の軽減について具体

的な計画を立て、着実に実施すること。

（２）日頃から、教育職員が気軽に周囲に相談したり、情報交換したりすることができ

る職場環境を作ること。特に各学校の管理職は、心の健康の重要性を十分認識し、

自ら親身になって教育職員の相談を受けるほか、配慮が必要な教育職員を把握した

場合には、例えば、中心となって相談を受ける職員を指名するなど具体的な対応を

行うこと。なお、人事異動等により職場環境に変化があった教育職員には十分配慮

すること。

（３）各学校の管理職は、心の不健康状態に陥った教育職員の早期発見・早期治療に努

めること。例えば、各学校の管理職は精神性疾患が疑われる教育職員に気付いた場

合、必要に応じて教育委員会と連携しながら、早めに医療機関への受診を促すなど

の適切な対応をとること。

（４）病気休職者が学校に復帰する場合には、各学校の管理職は、当該教育職員への理

解と協力が得られるような環境を整備するとともに、復帰後しばらくの間は経過を

観察すること。また、各教育委員会においても、病気休職者が円滑に職場復帰でき

るよう、復職時の支援体制の整備に努めること。

（５）教育委員会においても積極的な学校訪問を通じて、学校の様子や各教育職員の状

況を的確に把握するよう努めるともに、一般の教育職員に対して、心の健康に関す

る意識啓発や、電話やメールなども活用しつつ、気軽に相談できる相談窓口を設置

し、その周知を図るなどの取組を推進すること。併せて、各学校の管理職に対して

メンタルヘルスに対処するための適切な研修を実施するよう努めること。
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